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は じ めに 
 お 客 さ ま の 死 傷 を 伴 う 重 大 事 故 ・ 災 害 （ 以 下 、「 事 故 」 と い う 。） が 発 生 し た
場 合 、 事 故 の 被 害 に あ わ れ た 方 々 の 救 援 を は じ め 、 そ の ご 家 族 等 へ の 事 故 発 生
直 後 か ら 継 続 的 に 行 う 対 応 と そ の 基 本 的 な 実 施 体 制 等 に つ い て 、 以 下 の と お り
「 被 害 者 等 支 援 計 画 」 を 定 め ま す 。  
 本 計 画 は 、「 公 共 交 通 事 業 者 に よ る 被 害 者 等 支 援 計 画 作 成 ガ イ ド ラ イ ン 」（ 国
土 交 通 省 平 成 ２ ５ 年 ３ 月 ２ ９ 日 ） に 則 り 定 め た も の で す 。  
 
１ 、 被 害 者 等 支 援 の 基 本 的 な 方 針  
    当 社 は 、 旅 客 運 送 事 業 者 と し て の 最 重 要 使 命 は 安 全 輸 送 確 保 に あ る こ

と を 事 業 経 営 の 基 本 理 念 と し 、 役 員 ・ 社 員 全 員 が 一 体 と な り 、 常 に こ の
責 務 を 全 う す る べ く 、 安 全 管 理 業 務 の 改 善 ・ 向 上 に 向 け て 取 り 組 ん で お
り ま す 。  

し か し な が ら 、 万 が 一 、 事 故 が 発 生 し た 場 合 に は 、 事 故 の 被 害 に あ わ
れ た 方 の 救 護 を 最 優 先 と し 、直 ち に 事 故 対 策 本 部 を 設 置 し 迅 速 に 対 応 し 、
誠 意 を も っ て 被 害 に あ わ れ た 方 々 及 び そ の ご 家 族 等 へ 寄 り 添 い 、 そ の ご
支 援 に つ い て 実 施 す る よ う に 努 め ま す 。  

２ 、  被 害 者 等 支 援 の 基 本 的 な 実 施 内 容    
（ １ ）  情 報 提 供   

①  事 故 情 報 の ご 家 族 へ の 提 供  
事 故 の 被 害 に あ わ れ た 方 の 情 報 に つ い て は 、 国 土 交 通 省 と 連 携
し て 、警 察 、消 防 、医 療 機 関 等 か ら の 収 集 に 努 め 、当 社 か ら ご 家
族 へ 連 絡 す る よ う に 努 め ま す 。  

②  お 客 様 に 関 す る 情 報 及 び 安 否 に 関 す る 情 報 の 取 り 扱 い  
 お 客 様 に 関 す る 情 報 及 び 安 否 に 関 す る 情 報 の 取 り 扱 い に つ い て
は 、 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 （ 平 成 １ ５ 年 法 律 第 ５ ７ 号 ） に
基 づ き 適 切 に 取 り 扱 い ま す 。  
  た だ し 、国 土 交 通 省 、警 察 、消 防 、医 療 機 関 等 か ら の 要 請 が あ
っ た 場 合 は 安 否 確 認 に 必 要 な 範 囲 内 で 情 報 提 供 を 行 う こ と が あ り
ま す 。  

③  被 害 者 等 へ の 継 続 的 情 報 提 供  
 事 故 に 関 す る 情 報 及 び 再 発 防 止 策 等 の 情 報 に つ い て も 、 継 続 的
に 提 供 す る よ う に 努 め ま す 。  

（ ２ ）  事 故 現 場 等 に お け る 対 応  
①  ご 家 族 の 事 故 現 場 、 待 機 場 所 等 へ の 案 内  

 被 害 に あ わ れ た 方 の ご 家 族 が 事 故 現 場 や 待 機 場 所 、 搬 送 先 病 院  



へ 向 か わ れ る 場 合 は 、 必 要 と な る 交 通 手 段 等 に 確 保 に 努 め ま す 。  
②  滞 在 中 の 支 援  

 事 故 発 生 直 後 に お い て 、 被 害 に あ わ れ た 方 の ご 家 族 が 事 故 現 場  
で の 安 否 確 認 や 情 報 収 集 等 を 希 望 さ れ る 場 合 は 、待 機 場 所 、食 事 、  
宿 泊 場 所 等 の 手 配 等 、 必 要 に 応 じ て そ の 支 援 に 努 め ま す 。  

（ 3） 継 続 的 な 対 応  
 被 害 に あ わ れ た 方 及 び そ の ご 家 族 へ の 対 応 に つ い て は 、 支 援 窓
口 を 設 置 し て 継 続 的 に 必 要 な 支 援 を 行 い ま す 。 ま た 、 精 神 的 な ケ
ア 等 に つ い て は 、 専 門 家 の 協 力 、 指 導 の も と で 必 要 な 支 援 に 努 め
ま す 。  

      ３ 、  被 害 者 支 援 の 基 本 的 な 実 施 体 制  
   （ １ ） 体 制 の 確 立  

  事 故 が 発 生 し た 場 合 に 備 え 、 被 害 者 等 支 援 体 制 を 整 備 し ま す 。 
 

＜ 事 故 発 生 時 の 被 害 者 等 支 援 体 制 ＞  
 

事 故 の 被 害 に あ わ れ た 方 及 び そ の ご 家 族  
 

          (事 故 発 生 直 後 の 体 制 )    （ 継 続 的 な 支 援 体 制 ）  
 
      【 対 策 本 部 】  
 
     社 長 又 は 対 策 本 部 長        社 長 又 は 役 員  
 
     被 害 者 等 対 応 責 任 者  
      救 護 責 任 者            支 援 窓 口     
 
     救 護 班 （ 支 援 窓 口 ）  
 
 

（ ２ ） 研 修 ・ 教 育 ・ 訓 練 等  
       事 故 の 被 害 に あ わ れ た 方 等 の 支 援 を 適 切 に 行 う た め 、 以 下 の 研  

修 ・ 教 育 ・ 訓 練 等 を 計 画 的 に 実 施 し ま す 。  
①  過 去 の 事 故 及 び 同 業 他 社 の 事 故 等 を 参 考 事 例 と し 、 安 全 意 識 の 向  

        上 、 事 故 発 生 時 の 対 応 、 被 害 者 等 支 援 に 関 す る 研 修 ・ 訓 練 等 を 実             
  



 
②  事 故 の 被 害 に あ わ れ た 方 及 び そ の ご 家 族 等 へ 寄 り 添 う こ と の 重 要  
   性 の 認 識 お よ び 適 切 な 支 援 を 行 う た め の 教 育 を 実 施 し ま す 。  
 

                                以 上    


